
２－５． 指定管理鳥獣捕獲等事業の創設（第14条の２）

指定管理鳥獣※の指定
（環境省）

第二種特定鳥獣管理計画
（都道府県）

指定管理鳥獣捕獲等事業に関する
実施計画（都道府県）

指定管理鳥獣捕獲等事業の実施
（都道府県又は国の機関）

※ 事業の全部又は一部について、認定鳥獣捕獲等事
業者その他環境省令で定める者に対し、委託する
ことができる。

指定管理鳥獣捕獲等事業に係る特例

□ 捕獲等の禁止（法第８条）を適用しな

い。

□ 鳥獣の放置の禁止（法第18条）を適用

しない。ただし、生態系に重大な影響

を及ぼすおそれがなく、かつ、指定管

理鳥獣捕獲等事業の実施に当たって特

に必要があると認められる場合として

環境省令で定める場合に該当するとき

に限る。

□ 夜間銃猟の禁止（法第38条第１項）を

適用しない。ただし、委託を受けた認

定鳥獣捕獲等事業者が、実施日時、実

施区域、実施方法、実施体制等につい

て、都道府県知事の確認を受けて実施

するときに限る。

基本指針に「指定管理鳥獣の管理に
関する事項」を記載（環境省）

※ 集中的かつ広域的に管理を図る必要が
あるもの

※ ニホンジカ・イノシシ・クマを指定

【指定管理鳥獣捕獲等事業の流れ】
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２－６． 認定鳥獣捕獲等事業者制度の導入

都道府県知事

申請

基準に適合 認定（有効期間３年）

認定鳥獣捕獲等事業者

鳥獣の捕獲等をする事業
を実施する者（法人）

【認定の基準】

① 安全管理を図るための体制が基準に適合
② 夜間銃猟をする際の安全管理を図るための体制が基

準に適合
③ 従事者が、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするた

めに必要な技能及び知識を有する者として基準に適
合

④ 従事者に対する研修の内容が、適正かつ効率的に鳥
獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識の維持
向上に適切かつ十分

⑤ その他事業実施のために必要な基準に適合

※ 夜間銃猟をしない場合は②を除く。
※ 基準の詳細は環境省令で規定。

認定の効果

＜法令上の効果＞

 指定管理鳥獣捕獲等事業の夜間銃猟の実施者とな

れる（全ての基準を満たした事業者に限る）

 名称使用制限（認定鳥獣捕獲等事業者の一定の質

の確保）

 従事者の適性試験の免除

 捕獲等許可の際の従事者証の発行対象（法人とし

て許可の対象となる）

 銃刀法に規定する「事業に対する被害を防止する
ためライフル銃による獣類の捕獲を必要とする
者」として、ライフル銃の所持許可の対象となる

 鳥獣の管理に係る目的の捕獲に従事した捕獲従事
者は狩猟税を免除

＜その他の効果＞

 安全性・効率性の高い捕獲従事者の安定的確保

 都道府県等が事業を委託する際の審査の効率化

等
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当面の捕獲目標

シカ・イノシシの生息頭数を令和10年度までに半減し、
捕獲圧を維持

シカ
311万頭

イノシシ
127万頭

北海道
： 77万頭

北海道以外
：234万頭

438万頭*

シカ・イノシシ
  生息頭数（万頭）

*環境省において推定（北海道の生息頭数は北海道が独自に推定）。
推定値は随時新たなデータを活用し算出（令和６（2024）年４月更新）。

イノシシ
約64万頭

シカ**
約155万頭

**北海道分は北海道エゾシカ管理計画（第6期：令和４～９年度）で示している基準年の推定生息数の半数（38.5万頭）を用いた。

約215万頭

【捕獲強化対策 イメージ】

○ 事業者を認定する制度の創設
→ 都道府県等が実施する認定鳥獣捕獲

等事業者等の人材育成への支援

→ 高い技術力を有する認定鳥獣捕
獲等事業者の育成の推進

○ 実施隊への多様な人材の活用、研修等
人材育成の充実強化

※ この他、侵入防止対策や生息環境管理
等の関連施策を併せて実施

○ 都道府県による個体数調整の強化
→管理のための捕獲事業の制度化
→上記事業における夜間銃猟の実施

→県境をまたぐ捕獲、シカ（特に雌
ジカ）捕獲支援の強化

○ 鳥獣被害対策実施隊の設置促進・
体制強化

○ 都道府県による広域捕獲の推進

→ 効果的・効率的な捕獲に向け
質の向上 

○ ICT等の技術開発の成果の普及

○ 生態系や農林水産業等に深刻な被害を及ぼしている野生鳥獣について、更なる捕獲対策の強化を図り、

① シカは、令和10年度までに、生息頭数の平成23年度水準からの半減を目指す。

② イノシシは、平成23年度水準の半減を早期に達成し、その後も被害軽減に向けて捕獲圧を維持する。

令和10(2028)年度基準年
平成23(2011)年度

400

200

【捕獲事業の強化】 【捕獲従事者の育成・確保】

25

〇 シカの集中的な捕獲（シカ特
別対策）

〇 県域レベルでの狩猟者団体の組織
体制の強化（精鋭部隊の編制）

２－７. 抜本的な鳥獣捕獲強化対策

指定管理鳥獣捕獲等事業交付金（環境
省）による捕獲 鳥獣保護管理法に基
づく都道府県が行う指定管理鳥獣（ニ
ホンジカ、イノシシ）捕獲事業を支援

鳥獣被害防止総合対策交付金（農林水産省
）による捕獲 鳥獣被害防止特措法に基づ
く市町村が中心となった地域ぐるみで行う
柵の設置や追払活動、捕獲活動等を支援

狩猟による捕獲
狩猟者による捕獲（※狩猟税の

減免措置、鳥獣法の改正による取
得年齢の引き下げ等で支援）

主に以下の３つの捕獲活動を連携し、総合的に推進することで、鳥獣管理対策のより一層の強化



鳥獣保護管理政策の現状と行政上
の諸対策について

０．はじめに（鳥獣による影響及び鳥獣の現況）

１．鳥獣保護管理法制の体系と沿革

２．抜本的な鳥獣捕獲強化対策と平成26年度法改正

３．改正鳥獣法を踏まえた管理の強化

４．最近のトピック＆情報提供
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従来の野生鳥獣の管理
・都道府県において狩猟の規制を一部解除
・市町村を中心とした、鳥獣の捕獲等の農作物被害対策

鳥獣の捕獲等の管理の強化

都道府県や国による指定管理鳥獣（ニホンジカ、イノシシ）の捕獲事業
の導入

・都道府県事業による広域的、計画的な個体群管理の実施
（夜間銃猟や個体の放置も計画に位置づけ限定的に解除）

・国による都道府県への財政的支援の導入
（指定管理鳥獣捕獲等事業交付金制度の創設）

３－１．改正鳥獣法を踏まえた管理の強化

深刻な被害を及ぼしている鳥獣について積極的な管理に転換
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計画の名称 策定都道府県数

鳥獣保護管理事業計画
（※ 都道府県の鳥獣行政の基本的な計画（５年計画）

４７都道府県

第二種特定鳥獣管理計画

ニホンジカ ４５都道府県

イノシシ ４５府県

ニホンザル ２８府県

ツキノワグマ ２０道府県

ニホンカモシカ ８県

カワウ ７県

ゴマフアザラシ １道

指定管理鳥獣捕獲等事業の実施計画（令和５年度）
ニホンジカ ３９都道府県、１協議会

イノシシ ２４県、１協議会

※ 生息数が著しく増加し、又は生息地の範囲が拡大
している鳥獣について、特に鳥獣の管理を図るための
計画（３～５年計画）

※ 第二種特定鳥獣管理計画に基づき指定管理鳥獣
捕獲等事業を実施するための実施計画（１年計画）

令和６年６月25日現在

注：ツキノワグマは、第一種特定鳥獣保護計画を２県で策定済み

３－２．各計画の策定状況
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狩猟者、捕獲者の育成

狩猟者、捕獲者の負担軽減

狩猟の拡大、推進

〇 狩猟の社会的意義や魅力を伝える普及啓発やイベント実施（環境省、都道府県）
※環境省が実施した捕獲の担い手のきっかけをつくる「狩猟フォーラム」

では、令和５年末までに33都道府県で開催し、
のべ約9,500人(1会場平均250人)が参加。

※令和5年度は初めてオンラインで開催。
→フォーラムが狩猟のイメージ向上、免許取得への意欲

向上につながり、狩猟免許受験者の増加にも寄与

〇 都道府県の狩猟による捕獲経費支援を実施（環境省、Ｒ３～）
〇 わな猟・網猟の免許取得年齢を18歳以上に引き下げ（環境省、H27～）

〇 公的な捕獲を担う狩猟者の狩猟税を免除
※平成27年度より狩猟者登録者の６割以上となる有害鳥獣捕

獲従事者へ措置が適用され、経済的負担を軽減
（現在の措置は令和５年４月～令和10年３月末まで。

R6年度以降も延長されている状況）
→減少傾向にあった狩猟者登録者数の下げ止め、回復傾向

に寄与
〇 都道府県等における狩猟者の負担補助制度

３－３．鳥獣保護管理の捕獲の担い手の確保・育成
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〇特定鳥獣に係る地方公共団体職員の研修

○認定鳥獣捕獲等事業者講習会

〇鳥獣保護管理に係る人材登録事業（のべ181名）
・鳥獣保護管理プランナー：鳥獣保護管理の計画作りの専門家
・鳥獣保護管理捕獲コーディネーター：被害防除を含む捕獲指導
・鳥獣保護管理調査コーディネーター：調査を行う専門家

→民間の資格制度との連携、交付金事業での活用
→登録者の活用促進事業を実施
（登録者を研修等に招へいする際の謝金・旅費を支援）

〇都道府県における専門的職員の配置状況（毎年公表 R5,4時点）
・専門的職員を配置している都道府県数 ３５／４７（７４％）
・1都道府県当たりの専門的職員の平均配置数 3.６人

専門的人材の育成

３－４．専門人材の確保・育成
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○ ニホンジカの捕獲頭数は、近年60万頭前後で推移し、2011年から約1.7倍。2021年は過去最高を記録。

○  イノシシの捕獲頭数は、2011年から約1.7倍。これまでの捕獲の取組や豚熱の影響により生息頭数
が減少してきていると考えられ、 2021年には捕獲頭数が大きく減少。

○ 捕獲頭数に占める有害捕獲・個体数調整の割合は15年で約1/3から約3/4に増加

ニホンジカ・イノシシの捕獲数（捕獲種別）

３－５．ニホンジカ・イノシシの捕獲状況
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狩猟 許可（被害防止・数の調整） 指定管理鳥獣捕獲等事業
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